
平成３０年度 第１回 

埼玉県道路メンテナンス会議 

日 時：平成３０年 ８月２１日（火） 

１３：３０～１５：１５ 

場 所：さいたま新都心合同庁舎２号館５Ｆ 

大研修室５Ａ 

（住所：埼玉県さいたま市中央区新都心２－１） 

議 事 次 第 

１．開会 

２．あいさつ 

３．議事 

自治体の現状を踏まえた今後の支援について 【資料①】 

今後の自治体支援 [項目別の参考資料] 【資料②】 

点検結果及び点検予定について 【資料③】 

４．閉会 



 

埼玉県道路メンテナンス会議 規約 
 

（名 称） 
第１条  本会は、「埼玉県道路メンテナンス会議」（以下「会議」という。）と称する。 
 
（目 的） 
第２条  会議は、道路法第２８条の２の規定に基づき設置するもので、埼玉県内の道路 

管理を効率的に行うため、各道路管理者が相互に連絡調整を行うことにより円滑な 
道路管理の促進を図ることを目的とする。 

 
（協議事項） 
第 3 条 会議は、第２条の目的を達成するため、次の事項について審議する。 
   （１）道路施設の維持管理等に係る意見調整・情報共有に関すること。 

（２）道路施設の点検、修繕計画等の把握/調整に関すること。 
（３）道路施設の損傷事例や技術基準等の共有に関すること。  

  （４）その他、道路の管理に関連し会長が妥当と認めた事項。 
 
（組 織） 
第４条 会議は、第２条の目的を達成するため、埼玉県内における高速自動車国道、一 
      般国道、県道及び市町村道の各道路管理者及び会議が必要と認めるもので組織する。 

２． 会議には、会長及び副会長を４名置くものとし、会長は国土交通省関東地方整備

局大宮国道事務所長、副会長は埼玉県県土整備部副部長、さいたま市建設局土木部長、

東日本高速道路株式会社関東支社所沢管理事務所長、首都高速道路株式会社東京西局

土木保全部長とする。 
３． 会長に事故等があるときは、副会長がその職務を代行する。 
４． 会議の構成は「別表－１」のとおりとする。 
   ただし、必要に応じ会長が指名するものの出席をもとめることができる。 
５． 会長は、個別課題等についての検討・調整をおこなうため「専門部会」を設置す

ることができるものとする。 
６． 会議には、高速自動車国道、一般国道、県道、市町村道の代表者からなる、幹事

会を置くものとし構成は「別表－２」のとおりとする。 
７． 会議には、道路構造物等の不具合発生時における技術的な助言、専門的な研究機

関等への技術相談窓口として、国土交通省関東地方整備局大宮国道事務所に道路構造

保全室を置くものとする。 
 

（幹事会） 
第 5 条 幹事会は、会長の招集により開催するものとし、次の事項について調整する。 

  （１）会議の運営全般についての補助、会員相互の連絡調整 
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  （２）会議における協議議題の調整 
  （３）規約の策定・改正・廃止等に係る調整 
  （４）その他、会議の運営に際し必要となる事項の調整 
 
（事務局） 
第 6 条  会議の運営に関わる事務を行わせるため、事務局を置くものとする。 
    ２．  事務局は、国土交通省関東地方整備局大宮国道事務所計画課、管理第二課、埼 
        玉県県土整備部県土整備政策課、さいたま市建設局土木部道路環境課、東日本高速

道路株式会社関東支社所沢管理事務所、首都高速道路株式会社東京西局点検・補修

推進課に置く。 
 

（規約の改正） 
第 7 条  本規約の改正等は、本会議の審議・承認を得て行うことができる。 

 
（その他） 
第８条  本規約に定めるもののほか、必要な事項は、その都度協議して定めるものとする。 
 
 
（附則） 
本規約は、平成２６年５月２８日から施行する。 
改正   平成２７年６月３日 

   平成２７年８月２４日 
   平成２８年 7 月１日 
   平成３０年８月２１日 
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別表－１

所　　属 役　　職

会長 国土交通省関東地方整備局 大宮国道事務所長

副会長 埼玉県県土整備部 副部長

さいたま市建設局 土木部長

東日本高速道路株式会社関東支社 所沢管理事務所長

首都高速道路株式会社 東京西局　土木保全部長

会員 国土交通省関東地方整備局 北首都国道事務所長

東日本高速道路株式会社関東支社 加須管理事務所長

東日本高速道路株式会社関東支社 三郷管理事務所長

首都高速道路株式会社 東京東局　土木保全部長

埼玉県 県土整備政策課政策幹

埼玉県 道路街路課長

埼玉県 道路環境課長

埼玉県道路公社 事務局長

さいたま市 道路環境課長

川越市 建設部長

熊谷市 建設部長

川口市 建設部長

行田市 建設部長

秩父市 地域整備部長

所沢市 建設部長

飯能市 建設部長

加須市 建設部長

本庄市 都市整備部長

東松山市 建設部長

春日部市 建設部長

狭山市 都市建設部長

羽生市 まちづくり部長

鴻巣市 建設部長

深谷市 都市整備部長

上尾市 都市整備部長

草加市 建設部長

越谷市 建設部長

蕨市 都市整備部長

戸田市 都市整備部長

入間市 都市整備部長

朝霞市 都市建設部長

志木市 都市整備部長

和光市 建設部長

新座市 都市整備部長

桶川市 都市整備部長

久喜市 建設部長

北本市 都市整備部長

八潮市 建設部長

埼玉県道路メンテナンス会議　名簿
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別表－１

所　　属 役　　職

会員 富士見市 建設部長

三郷市 建設部長

蓮田市 都市整備部長

坂戸市 都市整備部長

幸手市 建設経済部長

鶴ヶ島市 都市整備部長

日高市 都市整備部長

吉川市 都市整備部長

ふじみ野市 都市政策部長

白岡市 都市整備部長

伊奈町 土木課長

三芳町 道路交通課長

毛呂山町 まちづくり整備課長

越生町 まちづくり整備課長

滑川町 建設課長

嵐山町 まちづくり整備課長

小川町 建設課長

川島町 まち整備課長

吉見町 まち整備課長

鳩山町 まちづくり推進課長

ときがわ町 建設環境課長

横瀬町 建設課長

皆野町 建設課長

長瀞町 建設課長

小鹿野町 建設課長

東秩父村 産業建設課長

美里町 建設水道課長

神川町 建設課長

上里町 まち整備課長

寄居町 建設課長

宮代町 まちづくり建設課長

杉戸町 都市施設整備課長

松伏町 まちづくり整備課長

国土交通省関東地方整備局　道路部 道路保全企画官

国土交通省関東地方整備局　道路部 地域道路課長

国土交通省関東地方整備局 関東技術事務所長

さいたま市建設局土木部　道路環境課

事務局

埼玉県道路メンテナンス会議　名簿

国土交通省関東地方整備局　大宮国道事務所　計画課・管理第二課

埼玉県県土整備部　県土整備政策課

東日本高速道路株式会社関東支社　所沢管理事務所

首都高速道路株式会社　東京西局　点検・補修推進課

オブザーバー
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別表－２

所　　属 役　　職

幹事長 国土交通省関東地方整備局大宮国道事務所 副所長

副幹事長 埼玉県県土整備部県土整備政策課 副課長

幹事 国土交通省関東地方整備局北首都国道事務所 副所長

東日本高速道路株式会社関東支社所沢管理事務所 副所長

首都高速道路株式会社　東京西局　点検・補修推進課 課長

首都高速道路株式会社　東京東局　保全管理課 担当課長

埼玉県県土整備部道路街路課 副課長

埼玉県県土整備部道路環境課 副課長

さいたま市建設局土木部道路環境課 課長補佐

川越市建設部道路街路課 課長

熊谷市建設部維持課 課長

川口市建設部道路建設課 課長

行田市建設部道路治水課 課長

秩父市地域整備部道路維持課 課長

飯能市建設部道路公園課 課長

本庄市都市整備部建設課 課長

東松山市建設部道路維持課 課長

越谷市建設部道路建設課 課長

朝霞市都市建設部道路整備課 課長

久喜市建設部道路河川課 課長

北本市都市整備部道路課 課長

小鹿野町建設課 課長

寄居町建設課 課長

杉戸町都市施設整備課 課長

埼玉県さいたま市建設局土木部　道路環境課

埼玉県道路メンテナンス会議　幹事会名簿

国土交通省関東地方整備局　大宮国道事務所　計画課・管理第二課

事務局

埼玉県県土整備部県土整備政策課

東日本高速道路株式会社関東支社　所沢管理事務所

首都高速道路株式会社　東京西局　点検・補修推進課
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点検結果及び点検予定について

平成29年度点検結果及び平成30年度点検予定

資料③

1 / 7



埼玉県のＨ２９点検結果（橋梁）

＜平成29年度管理者別点検結果（橋梁）＞

管理者 管理施設数 点検実施数

判定区分内訳
判定中
※1Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国土交通省 543 123 83 34 6 0 0

高速道路会社 749 107 3 104 0 0 0

埼玉県
(公社含む)

2,791 126 46 72 8 0 0

政令市※2 861 170 31 130 9 0 11

市区町村 15,141 5,099 2,542 2,315 239 3 50

合計 20,085 5,625 2,705 2,655 262 3 61

埼玉県の橋梁の点検結果（速報値）は、判定区分Ⅳ（緊急に措置を講ずべき状態）が3橋（0.05%）あ
り、また、判定区分Ⅲ（早期に措置を講ずべき状態）は262橋（4.66%）、さらに、判定区分Ⅱ（予防保
全の観点から措置を講ずることが望ましい状態）は2,655橋（47.2%）

※ 平成29年度末時点（速報値）

区分 状態

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態

Ⅱ 予防保全段階
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ず
ることが望ましい状態

Ⅲ 早期措置段階 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態

Ⅳ 緊急措置段階
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊
急に措置を講ずべき状態

＜判定区分表＞

資料③－１

※1 判定中は点検実施数に含まない
※2 平成30年度点検予定の、神明跨線橋（JR

大宮支社）について、耐震補強工事中の為、
1橋除く。（次期5箇年点検で実施予定）
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埼玉県のＨ２９点検結果（トンネル）

＜平成29年度管理者別点検結果（トンネル）＞

管理者 管理施設数 点検実施数

判定区分内訳
判定中
※1Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国土交通省 0 0 0 0 0 0 0

高速道路会社 22 6 0 6 0 0 0

埼玉県
(公社含む)

45 22 0 10 12 0 0

政令市 1 0 0 0 0 0 0

市区町村 13 4 0 3 1 0 0

合計 81 32 0 19 13 0 0

埼玉県のトンネルの点検結果（速報値）は、判定区分Ⅲ（早期に措置を講ずべき状態）は13本
（40.63%）、さらに、判定区分Ⅱ（予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態）は19本
（59.38%）

※ 平成29年度末時点（速報値）

区分 状態

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態

Ⅱ 予防保全段階
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ず
ることが望ましい状態

Ⅲ 早期措置段階 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態

Ⅳ 緊急措置段階
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊
急に措置を講ずべき状態

＜判定区分表＞

資料③－２

※1 判定中は点検実施数に含まない
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埼玉県のＨ２９点検結果（道路附属物等）

管理者 管理施設数 点検実施数

判定区分内訳
判定中
※1Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国土交通省 418 55 11 37 7 0 29

高速道路会社 567 93 77 16 0 0 0

埼玉県
(公社含む)

418 0 0 0 0 0 0

政令市 61 18 0 17 1 0 0

市区町村 131 24 5 13 6 0 5

合計 1,595 190 93 83 14 0 34

※ 平成29年度末時点（速報値）

区分 状態

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態

Ⅱ 予防保全段階
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ず
ることが望ましい状態

Ⅲ 早期措置段階 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態

Ⅳ 緊急措置段階
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊
急に措置を講ずべき状態

＜判定区分表＞

資料③－３

※1 判定中は点検実施数に含まない

＜平成29年度管理者別点検結果（道路附属物等）＞

埼玉県の道路附属物等の点検結果（速報値）は、判定区分Ⅲ（早期に措置を講ずべき状態）は14施設
（7.37%）、さらに、判定区分Ⅱ（予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態）は83施設
（43.68%）

道路附属物は、横断歩道橋、シェッド、大型カルバート、門型標識等。
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埼玉県の平成３０年度の点検予定（橋梁）

道路管理者
管理施設数

(Ａ)

H26～H29の
点検実績数

（B）
(B/A)

H30点検予定
(C)

H30までの
点検見込み数
（D=B+C)

管理施設数に対する
点検割合
（D／Ａ）

判定中
※1

国 543
398

(73.3%)
145 543 100％

高速道路会社 749
427

(57.0%)
322 749 100％

埼玉県
（公社含む）

2,791
2,573
(92.2%)

218 2,791 100％

政令市※2 861
695

(80.7%)
155 861 100％ 11

市区町村 15,141
11,404
(75.3%)

3,687 15,141 100％ 50

合計 20,085
15,558
(77.5%)

4,527 20,085 100％

＜橋梁の平成30年度点検予定＞

資料③－４

平成29年度末時点（速報値）

※1 判定中は点検実績数に含まない
※2 平成30年度点検予定の、神明跨線橋（JR

大宮支社）について、耐震補強工事中の為、
1橋除く。（次期5箇年点検で実施予定）
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埼玉県の平成３０年度の点検予定（トンネル）

＜トンネルの平成30年度点検予定＞

道路管理者
管理施設数

(Ａ)

H26～H29の
点検実績数

（B）
(B/A)

H30点検予定
(C)

H30までの
点検見込み数
（D=B+C)

管理施設数に対する
点検割合
（D／Ａ）

判定中

国 － － － － －

高速道路会社 22
8

(36.4%)
14 22 100％

埼玉県
（公社含む）

45
26

(8.9%)
19 45 100％

政令市 1
1

(100%)
0 0 －

市区町村 13
4

(30.8%)
9 13 100％

合計 81
39

(48.1%)
42 81 100％

資料③－５

平成29年度末時点（速報値）
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埼玉県の平成３０年度の点検予定（道路附属物等）

＜道路附属物等の平成30年度点検予定＞

道路管理者
管理施設数

(Ａ)

H26～H29の
点検実績数

（B）
(B/A)

H30点検予定
(C)

H30までの
点検見込み数
（D=B+C)

管理施設数に対する
点検割合
（D／Ａ）

判定中
※1

国 418
274

(65.6%)
115 418 100％ 29

高速道路会社 567
426

(75.1%)
141 567 100％

埼玉県
（公社含む）

418
407

(97.4%)
11 418 100％

政令市 61
49

(80.3%)
12 61 100％

市区町村 131
59

(45.0%)
67 131 100％ 5

合計 1,595
1,215
(76.2%)

346 1,595 100％ 34

資料③－６

※1 判定中は点検実績数に含まない

平成29年度末時点（速報値）
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